
：規程に伴い設置するもの

：法令改正に伴い設置するもの

 総 括 （規程にも反映）

：保護具が必要になった際の

総長を補佐 　体制

報　告

統括管理責任者を補佐

報　告

全学の管理状況を把握

環境安全センター長を充てる

環境安全センター長を充てる

 法令違反等：原因究明、改善、停止命令

管理の指導、助言

事故防止、各種調査、改善措置

教員より選任 報　告

部局長を補佐

部局の管理状況を把握

対象部局が選任

必要に応じて兼任しても良い ※下記条件となった研究室に設置

　管理状況報告 　管理の指導、助言

下記の場所に対し指導他対応を行う

①リスクアセスメントの結果、

研究室等 　「保護具を使用させる必要がある」場合

安全衛生、危険防止、環境汚染防止、 ②作業環境測定の結果、「第３区分」となり

法令遵守点検、適正な移管・廃棄 　かつ改善が難しい場合

　安全管理、取扱の教育・指導　

適正な使用、管理　

管理システム利用

化学物質取扱責任者

特定毒物、麻薬
等研究者は届出

化学物質取扱者（教職員・学生等）

部局化学物質管理者 部局保護具着用管理責任者

 管理・使用状況の調査・報告を求める

管理・取扱状況、改善報告

部　局　長

環境安全衛生推進室長 　化学物質に関する安全衛生・健康管理

全学化学物質管理者
（環境安全センター長）

全学保護具着用管理責任者

報　告

化学物質統括管理責任者 （ 総長が指名する理事、 副学長）

九州大学 化学物質管理体制と責務（R6.4～）

総  長


	フロー図 (変更案)20230606 (2)

